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巳通

近
世
・
近
代
広
東
珠
江
デ
ル
タ
の
由
緒
言
説
に
つ
い
て

片

山

岡リ

は
じ
め
に

紀
元
前
三
世
紀
の
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
天
下
統
一
以
前
、
現
在
の
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
は
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
北

(
l
)
 

部
地
域
と
同
じ
く
、
「
越
入
社
会
」
(
以
下
、
カ
ギ
括
弧
略
)
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
始
皇
帝
に
よ
る
越
入
社
会
の
征
服
、

秦
末
に
お
け
る
南
越
国
の
独
立
と
続
い
た
あ
と
、
紀
元
前
二
世
紀
の
前
漢
武
帝
に
よ
る
南
越
国
の
征
服
以
降
は
、
一

O
世
紀

の
五
代
に
お
け
る
南
漢
国
の
独
立
を
除
き
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
は
一
貫
し
て
中
国
王
朝
の
版
図
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当

該
地
域
の
主
要
居
住
民
は
か
な
り
昔
か
ら
漢
族
で
あ
っ
た
、
と
中
国
史
研
究
者
で
あ
っ
て
も
思
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、(
2
)
 

漢
族
が
当
該
地
域
の
主
要
居
住
民
と
な
り
、
漢
族
社
会
が
成
立
す
る
の
は
か
な
り
遅
く
、
明
代
の
一
六
世
紀
ご
ろ
で
あ
っ
た
。

r:J 
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こ
こ
で
、
一
六
世
紀
の
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
登
場
し
た
漢
族
と
は
、
広
府
人
と
呼
ば
れ
る
漢
族
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
で
あ

(3) 
る
。
広
府
人
は
珠
江
デ
ル
タ
本
体
を
中
心
に
、
清
代
の
行
政
区
画
で
い
え
ば
広
州
府
や
肇
慶
府
等
に
分
布
し
、
そ
の
言
語
は

(

4

)

(

5

)

 

卑
語
(
あ
る
い
は
広
州
話
)
と
呼
ば
れ
る
漢
語
方
言
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
広
府
人
が
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
際
に

作
ら
れ
た
、
か
れ
ら
の
出
自
に
関
す
る
伝
説
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
や
作
ら
れ
た
目
的
を
解
明
し
、
ま
た
、

近
代
に
お
け
る
こ
の
伝
説
に
対
す
る
理
解
の
変
化
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(6) 

以
下
で
は
ま
ず
、
主
に
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
も
と
づ
き
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
社
会
の
基
本

的
構
図
を
、
地
形
に
も
と
づ
く
生
業
・
担
い
手
の
類
型
か
ら
示
し
、
つ
ぎ
に
各
類
型
の
担
い
手
と
歴
代
王
朝
と
の
元
末
ま
で

の
関
係
史
の
概
略
を
示
し
て
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
お
け
る
広
府
人
登
場
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

地
形
に
も
と
づ
く
生
業
・
担
い
手
の
類
型
は
大
き
く
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
(
次
頁
の
表
参
照
)
。
第
一
類
型
は
山
地
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
非
タ
イ
語
系
の
揺
族
が
移
動
し
な
が
ら
焼
畑
農
業
を
行
い
、
雑
穀
類
を
栽
培
し
て
い
る
。
第
二
類
型
は
低
湿

地
を
除
く
山
麓
・
丘
陵
・
台
地
な
ど
の
平
地
(
平
地
1
と
呼
ぶ
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
定
住
の
稲
作
が
、
土
着
で
あ
る
タ
イ

語
系
の
胴
猿
お
よ
び
秦
漢
時
代
以
降
に
北
か
ら
移
住
し
て
き
た
漢
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
嗣
猿
と
漢
族
と
は
、
生
産
・

生
活
空
間
と
生
業
を
同
一
に
す
る
こ
と
か
ら
、
し
だ
い
に
通
婚
等
を
通
じ
て
相
互
同
化
し
て
い
く
。
こ
の
相
互
同
化
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
人
々
は
、
「
旧
唐
書
』
で
は
「
土
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
以
上
の
第
一
と
第
二
の
類
型
は
、
い
ず
れ
も
九
世

紀
以
前
の
技
術
に
依
拠
す
る
類
型
で
あ
る
。

第
三
類
型
は
デ
ル
タ
な
ど
の
低
湿
地
(
平
地
2
と
呼
ぶ
)
で
あ
る
。
演
島
敦
俊
氏
に
よ
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
低
湿

(7) 

地
の
開
発
は
一

O
世
紀
の
江
南
デ
ル
タ
に
始
ま
り
、
そ
の
技
術
は
そ
の
後
次
第
に
囲
内
各
地
や
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
に
広
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技術・地形・生業・担い手による分類

技術 9世紀までの技術 10世紀以降の技術

地形 山地
平地l 平地2

(山麓・丘陵・台地) (低湿地)

生業 移動，焼畑，雑穀 定住，水稲作 定住， 7](稲作

担い手 非タイ語系の事皇族
「土人」とタイ語系の 「土人」から転化し

胴猿(のちには広府人) た広府人

表

ま
っ
て
い
く
と
い
う
。
珠
江
デ
ル
タ
で
も
宋
代
以
降
に
技
術
が
導
入
さ
れ
、
徐
々
に
開
発
さ

れ
て
い
く
が
、
開
発
が
本
格
化
す
る
の
は
明
代
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
開
発
に
従
事
し
た

の
が
「
土
人
」
か
ら
転
化
し
た
広
府
人
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
元
代
ま
で
の
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
住
民
と
王
朝
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
こ
う
。
住
民
の
王
朝
に
対
す
る
関
係
は
、
①
化
外
の
民
、
②
〈
中
間
的
存
在
〉
、
③
「
斉
民
」

(
以
下
、
カ
ギ
括
弧
略
)
の
三
種
類
に
大
別
で
き
る
。
①
化
外
の
民
と
は
、
中
国
王
朝
と
の
関

係
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
者
で
あ
る
。
③
斉
民
と
は
、
中
国
王
朝
に
よ
っ
て
戸
籍
に
記
載
さ

れ
、
か
つ
待
役
・
税
糧
(
土
地
税
)
等
を
正
規
に
負
担
す
る
者
を
指
す
。
②
〈
中
間
的
存
在
〉

と
は
、
中
国
王
朝
と
の
関
係
を
も
っ
て
は
い
る
が
斉
民
で
は
な
く
、
罵
廊
崎
政
策
や
土
司
・
土

官
制
度
な
ど
の
間
接
統
治
の
政
策
や
制
度
に
よ
っ
て
ク
公
認
さ
れ
た
特
別
待
遇
。
を
受
け
る

(8) 

人
々
を
指
す
筆
者
独
自
の
用
語
で
あ
る
。
な
お
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
よ
う
な
漢
族
と
非
漢

族
が
接
触
す
る
地
域
で
は
、
各
類
型
の
担
い
手
と
王
朝
と
の
関
係
を
固
定
的
に
考
え
る
の
で

は
な
く
、
担
い
手
が
王
朝
に
対
し
て
も
つ
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
や
大
き
さ
を
考
慮
す
る
必
要
が

近世・近代広東珠江デルタの由緒言説について

あ
る
。さ
て
、
始
皇
帝
や
前
漢
武
帝
に
よ
る
征
服
以
降
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
(
主
に
平
地
l
)
で
は
、

華
北
か
ら
の
移
住
民
が
斉
民
と
し
て
戸
籍
に
登
録
さ
れ
、
格
役
・
税
糧
等
を
正
規
に
負
担
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
少
し
詳
し
い
状
況
が
わ
か
る
の
は
唐
代
か
ら
で
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あ
る
。
唐
代
に
は
、
「
土
人
」
と
非
漢
族
の
胴
猿
と
の
二
種
類
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
胴
猿
は
、
唐
代
に
は
鴇
康
政

策
に
よ
っ
て
〈
中
間
的
存
在
〉
の
地
位
を
享
受
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
唐
が
滅
ん
だ
あ
と
の
五
代
に
、
胴
擦
は
独
立
勢
力

と
し
て
南
漢
国
を
建
国
す
る
が
、
南
漢
国
は
や
が
て
北
宋
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
。
北
宋
は
、
五
代
の
時
に
中
国
か
ら
独
立

し
た
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
対
策
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
と
国
境
を
接
す
る
欽
州
に
つ
い
て
は
罵
際
政
策
を
継
続
し
、
胴
猿
に
〈
中
間

的
存
在
〉
の
特
権
を
与
え
た
が
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
な
ど
、
そ
れ
以
外
の
胴
猿
地
区
に
つ
い
て
は
斉
民
化
政
策
を
実
施
し
た
。

し
か
し
実
際
に
は
、
宋
元
時
代
を
通
じ
て
、
斉
民
か
ら
離
脱
す
る
胴
猿
が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
他
方
、
唐
代
の
「
土
人
」

の
地
位
は
斉
民
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
土
人
」
と
胴
猿
は
生
活
空
間
や
生
業
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
人

口
数
は
胴
猿
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
「
土
人
」
は
胴
猿
の
動
向
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
嗣
擦
が
反
乱
を
起
こ
す
と
こ
れ
に

加
わ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
土
人
」
は
斉
民
の
地
位
に
恒
常
的
に
は
留
ま
ら
ず
、
斉
民
か
ら
離
脱
す
る
ベ
ク
ト

ル
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
ベ
ク
ト
ル
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
代
ま
で
存
続
し
て
い
た
。

以
上
、
王
朝
側
の
斉
民
化
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
末
に
お
い
て
も
胴
糠
は
斉
民
化
を
拒
否
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
土

人
」
は
胴
猿
の
勢
力
下
に
あ
っ
て
、
斉
民
の
地
位
か
ら
離
脱
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
は
、

元
末
に
至
っ
て
も
、
王
朝
に
忠
実
な
恒
常
的
斉
民
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
に
大
き
な

変
化
が
お
き
る
の
が
、
広
府
人
が
顕
著
な
形
で
登
場
し
て
く
る
次
の
明
代
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
中
国
近
世
社
会
経
済
史
研
究
は
、
一
九
七

0
年
代
ま
で
は
江
南
デ
ル
タ
を
対
象
と
す
る
研
究
が
多
数

を
占
め
て
き
た
が
、
一
九
八

0
年
代
以
降
、
江
南
デ
ル
タ
以
外
の
地
域
を
対
象
と
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の

結
果
判
明
し
て
き
た
こ
と
の
一
つ
と
し
て
、
広
大
な
中
国
で
は
地
域
偏
差
が
大
き
く
、
江
南
デ
ル
タ
で
は
一
般
的
な
現
象
で
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あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
全
国
に
普
遍
化
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
行
論
と
の
関
係
で
、
そ
の
一
例
と

し
て
、
里
甲
制
の
解
体
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

里
甲
制
は
、
斉
民
に
賦
役
黄
冊
と
呼
ば
れ
る
戸
籍
台
帳
を
作
製
さ
せ
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
稽
役
・
税
糧
を
斉
民
に
負
担
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
明
初
の
洪
武
一
四
年
(
一
三
八
こ
に
、
明
朝
に
よ
っ
て
全
国
的
に
施
行
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
そ

の
終
期
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
、
一
八
世
紀
初
の
清
代
薙
正
年
聞
に
解
体
し
た
と
い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
江
南

デ
ル
タ
の
事
例
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
里
甲
制
が
一
八
世
紀
に
全
国
一
律
に
解
体
し
た
史
実
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。
本
稿
が
考
察
対
象
と
す
る
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
場
合
、
里
甲
制
は
、
図
甲
制
と
い
う
名
称
で
、
明
初
の
里
甲
制
規
定

(9) 

と
は
多
少
の
相
違
を
伴
い
つ
つ
も
、
二

O
世
紀
前
半
ま
で
存
続
し
て
い
た
。
し
か
も
、
江
南
デ
ル
タ
で
は
里
甲
制
が
解
体
す

る
一
八
世
紀
に
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
は
か
え
っ
て
里
甲
が
増
設
さ
れ
る
と
い
う
、
江
南
デ
ル
タ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
趨
勢

(
山
山
)

さ
え
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
本
稿
で
の
議
論
は
、
さ
し
あ
た
り
は
近
世
・
近
代

の
広
東
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
別
途
に
研
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
こ

れ
を
と
く
に
中
国
史
研
究
者
以
外
の
方
々
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

1 

近
世
l
ー
広
府
人
の
誕
生
と
珠
磯
巷
伝
説
|
|

近世・近代広東珠江デルタの由緒言説について

広
府
人
の
誕
生

明
初
の
洪
武
一
四
年
(
一
三
八
一
)
、
里
甲
制
が
全
国
的
に
施
行
さ
れ
、
斉
民
は
里
甲
に
帰
属
し
て
待
役
・
税
糧
を
負
担
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す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
里
甲
に
所
属
し
て
揺
役
・
税
糧
を
負
担
す
る
こ
と
と
連
動
し
て
、
斉
民
の
戸
籍
に
お
け
る

本
籍
地
は
「

O
県
O
都

O
壁
第

O
図
第

O
甲

0
0
0戸
」
と
、
所
属
す
る
里
甲
で
表
示
さ
れ
た
(
以
下
、
こ
の
よ
う
な
戸
籍

を
里
甲
戸
籍
と
呼
ぶ
)
。
な
お
、
明
初
の
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
お
け
る
里
甲
制
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
少
な
く
未

詳
な
点
も
多
い
が
、
胴
猿
も
「
土
人
」
も
制
度
上
は
斉
民
と
し
て
里
甲
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

宋
元
時
代
と
同
じ
く
、
胴
猿
は
正
統
年
間
(
一
四
三
六

1
四
九
年
)
に
斉
民
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
反
乱
を
起
こ
し
、
「
土
人
」

の
一
部
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
く
。
反
乱
の
原
因
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
宋
元
時
代
と
同
じ
く
、
〈
中

間
的
存
在
〉
へ
の
回
帰
を
求
め
て
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
明
朝
は
反
乱
を
鎮
圧
し
て
い
く
。
そ
し
て
「
土
人
」
の
一
部
、
と
く
に
デ
ル
タ
低
地
に
住
む
「
土
人
」
の

な
か
に
は
、
反
乱
を
鎮
圧
す
る
明
朝
の
側
に
就
く
者
が
登
場
す
る
。
こ
れ
が
の
ち
に
広
府
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
。
胴

猿
と
こ
れ
に
加
担
す
る
「
土
人
」
の
反
乱
は
明
末
ま
で
続
く
が
、
最
終
的
に
は
明
朝
と
広
府
人
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
て
い
き
、

(
日
)

嗣
猿
の
姿
は
珠
江
デ
ル
タ
地
域
か
ら
し
だ
い
に
消
え
て
い
く
。

こ
う
し
て
明
末
に
は
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
は
明
朝
側
に
就
い
た
「
土
人
」

H
広
府
人
の
世
界
と
な
り
、
広
府
入
社
会
が
成

立
し
て
い
く
。
そ
の
場
合
、
当
該
社
会
の
成
員
資
格
と
し
て
は
、
反
乱
が
始
ま
っ
た
正
統
年
間
以
前
か
ら
一
貫
し
て
明
朝
に

忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
反
乱
鎮
圧
後
に
明
朝
に
帰
順
し
た
「
土
人
」
は
、
里
甲
所
属
の
斉
民

(ロ)

と
は
区
別
さ
れ
、
「
新
民
」
と
し
て
別
系
統
で
把
握
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
里
甲
制
に
は
編
入
さ
れ
な
い
の
で
里
甲
戸
籍
を
も

た
な
い
。
つ
ま
り
、
里
甲
に
所
属
し
て
里
甲
戸
籍
を
も
つ
こ
と
が
、
正
統
年
間
以
前
か
ら
明
朝
に
帰
順
し
て
い
た
こ
と
の
証

(
日
)

左
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
里
甲
戸
籍
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
広
府
入
社
会
に
お
け
る
成
員
資
格
と
し
て
意
味
を
も
つ
こ
と
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に
な
っ
た
。
宋
代
以
降
の
中
国
近
世
で
は
、
科
挙
合
格
の
資
格
は
世
襲
で
き
な
い
。
ま
た
、
祖
先
の
財
産
は
子
孫
間
で
均
分

相
続
さ
れ
る
の
で
、
世
代
を
経
る
ご
と
に
目
減
り
し
て
い
く
。
し
か
し
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
里
甲
戸
籍
は
、
目
減
り
す
る

こ
と
な
く
子
孫
に
継
承
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
価
値
あ
る
財
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
は
、
明
朝
の
統
治

制
度
で
あ
る
里
甲
へ
の
所
属
や
里
甲
戸
籍
の
保
有
が
、
広
府
入
社
会
に
お
け
る
成
員
資
格
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
り
、

里
甲
制
と
い
う
王
朝
の
制
度
が
民
間
社
会
の
な
か
に
内
在
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
、
江
南
デ
ル
タ
と
異
な
り
、
珠
江
デ
ル

タ
地
域
で
里
甲
制
が
長
く
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
広
府
人
は
反
乱
鎮
圧
に
お
い
て
王
朝
に
忠
実
で
あ
り
、
ま
た
里
甲
制
に
対
し
て
は
、
斉
民
と
し
て
所
属
す
る
こ
と

に
価
値
を
お
き
、
離
脱
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
恒
常
的
斉
民
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

広
府
人
の
登
場
、
そ
し
て
広
府
入
社
会
の
成
立
は
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
歴
史
に
お
い
て
、
恒
常
的
斉
民
と
そ
の
社
会
が
初

(
凶
)

め
て
成
立
し
た
点
で
画
期
的
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
い
ま
ま
で
史
実
に
も
と
、
つ
い
て
述
べ
て
き
た
広
府
人
の
実
像
は
、
か
れ
ら
が
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
際
に

作
ら
れ
た
伝
説
と
符
合
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
こ
の
伝
説
は
広
府
人
の
誕
生
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
か
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
以
下
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
分
析
を
試
み
て
い
る
が
、
十
分
に
解
析
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

未
解
明
の
謎
の
う
ち
、
最
大
の
も
の
は
、
こ
の
伝
説
が
作
ら
れ
た
そ
も
そ
も
の
目
的
は
な
に
か
、
ま
た
、
こ
の
伝
説
に
荒
唐

無
稽
な
内
容
が
多
い
の
は
な
ぜ
か
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
謎
を
、
明
代
珠
江
デ
ル
タ
地
域
と
い
う
特
殊
具
体
的
な
歴
史

条
件
と
関
連
さ
せ
て
、
ま
た
漢
族
に
お
け
る
由
緒
言
説
の
一
般
的
あ
り
方
と
も
関
連
さ
せ
て
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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珠
磯
巷
伝
説

広
府
人
の
聞
に
流
布
し
て
い
る
有
名
な
伝
説
と
し
て
、
南
雄
珠
磯
巷
伝
説
が
あ
る
。
牧
野
巽
に
よ
れ
ば
、
伝
説
は
遅
く
と

も
明
中
葉
に
は
成
立
し
、
明
末
清
初
ま
で
に
普
及
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
卑
俗
な
内
容
が
含
ま
れ
る
小
説
的
、
大

(
日
)

衆
的
な
説
話
で
あ
り
、
史
実
と
し
て
全
面
的
に
信
頼
す
る
の
は
困
難
と
す
る
。
こ
の
指
摘
に
対
し
、
筆
者
を
含
む
多
く
の
研

(

凶

)

(

げ

)

究
者
が
同
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
伝
説
に
関
す
る
研
究
は
、
筆
者
の
前
稿
を
含
め
て
、
す
で
に
多
数
の
も
の
が
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
改
め
て
本
伝
説
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
「
あ
る
民
系
の
誕
生
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
伝
説
に
は
、
そ
の
民
系
が
誕
生
す
る
際
の
背
景
や
誕
生
の
意
味
が
、
大
な
り
小
な
り
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
当
該
民
系
の
聞
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
伝
説
中
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
受
容
し
た
者
が
当
該
民
系
に
新
た
に
参
入
し
て
い
く
こ
と
で
、
当
該
民
系
の
拡
大
が
可
能
と
な
ろ
う
。

そ
の
意
味
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
な
か
に
は
、
後
代
の
子
孫
に
と
っ
て
は
理
解
で
き
な
く
な
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

(
犯
)

伝
説
が
誕
生
・
浸
透
し
て
い
く
時
に
生
き
た
人
々
で
あ
れ
ば
、
き
わ
め
て
敏
感
な
反
応
を
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
背
景
や
誕
生
の
意
味
と
し
て
、
恒
常
的
斉
民
か
ら
成
る
社
会
の
成
立
を
理
念
と
し
て
い
る

こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
だ
れ
が
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
け
手
な
の
か
、
本
伝
説
が
作
成
さ
れ
た
目
的

は
な
に
か
、
本
伝
説
に
は
な
ぜ
荒
唐
無
稽
な
内
容
が
含
ま
れ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
前
稿
で
は
十
分
に
は
解
明

で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
由
緒
言
説
の
整
理
・
分
析
と
い
う
立
場
か
ら
、
ま
ず
前
稿
で
の
到
達
点
を
整
理
し
、

そ
の
う
え
で
残
っ
た
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
伝
説
の
「
登
場
人
物
」
は
、
広
府
人
の
祖
先
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
お
け
る
先
住
者
、

2 
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(
印
)

あ
る
。
伝
説
内
容
の
う
ち
、
こ
れ
ら
三
者
に
関
す
る
部
分
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

史
料
l

「
南
遷
来
由
」
(
黄
慈
博
輯
『
珠
磯
巷
民
族
南
遷
記
』
南
雄
県
志
燐
公
室
排
印
本
、
一
九
八
五
年
、

な
お
引
用
文
中
の
(
)
内
は
引
用
者
に
よ
る
説
明
、
〔
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
)

南
宋
末
期
〔
一
二
七
三
年
ご
ろ
〕
、
祖
先
た
ち
は
広
東
省
北
部
の
南
雄
珠
磯
巷
を
本
籍
地
と
し
、
第
十
四
国
民
籍
に
所
属

(
却
)

し
て
い
た
。
し
か
し
あ
る
事
件
を
契
機
に
、
南
雄
府
の
役
所
か
ら
「
路
引
」
(
転
出
証
明
書
兼
通
行
許
可
証
)
を
発
行
し

(
幻
)

て
も
ら
い
、
移
住
先
を
求
め
て
珠
江
デ
ル
夕
方
面
へ
南
下
し
た
。
そ
し
て
、
岡
州
大
良
都
古
蘭
甲
蘭
底
村
を
過
ぎ
た
時

に
、
路
銀
が
底
を
つ
い
た
。
そ
こ
で
「
土
民
」
の
鳴
天
誠
・
襲
応
達
ら
が
提
供
す
る
草
葺
き
の
小
屋
に
投
宿
し
、
宿
泊
・

食
事
の
接
待
を
受
け
た
。
暫
し
の
後
、
祖
先
た
ち
は
蘭
底
村
に
定
着
す
る
べ
く
、
県
の
役
所
に
赴
い
て
転
籍
を
申
請
す

る
が
、
そ
の
際
に
宿
・
襲
の
保
証
(
「
保
結
」
)
を
得
た
う
え
で
「
路
引
」
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
県
は
、
図
甲

を
増
設
し
て
戸
籍
を
定
め
(
「
増
立
図
甲
、
以
定
戸
籍
」
)
、
移
住
民
の
リ
ー
ダ
ー
羅
貴
ら
十
名
を
新
設
す
る
図
の
十
甲
の

里
長
戸
と
し
、
残
り
の
者
を
甲
首
戸
と
し
た
。
知
県
は
、
羅
貴
ら
が
す
で
に
草
屋
を
建
て
、
農
地
を
所
有
し
て
い
る
の

で
、
税
糧
を
納
め
揺
役
を
負
担
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
。

広
府
人
の
祖
先
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。
第
一
に
、
広
府
人
の
祖
先
の
直
接
の
出
身
地
は
南
雄
珠
磯
巷
と
さ
れ
て
い
る
。

南
雄
珠
磯
巷
は
広
東
省
北
部
に
位
置
し
、
梅
闘
を
経
て
南
嶺
を
越
え
れ
ば
華
中
の
江
西
省
、
さ
ら
に
華
北
の
中
原
へ
と
通
ず

る
地
理
的
位
置
に
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
多
く
の
先
行
研
究
が
、
本
伝
説
は
広
府
人
の
祖
先
が
中
原
出
身
で
あ
る
こ
と
を
暗

示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
漢
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
第
二
に
、
広
府
人
の
祖
先
は
、
南
雄
珠

磯
巷
で
の
転
出
手
続
き
と
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
の
転
入
手
続
き
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
移
住
は
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
第

一七
1
三
三
頁
・
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三
に
、
広
府
人
の
祖
先
は
、
南
雄
珠
磯
巷
で
は
第
十
四
国
民
籍
に
所
属
し
、
移
住
後
に
は
図
甲

(
H
里
甲
。
注
9
参
照
)
に

編
入
さ
れ
、
リ
ー
ダ
ー
の
羅
貴
ら
は
里
長
戸
に
な
っ
て
い
る
。
本
伝
説
の
時
代
設
定
は
、
表
面
上
は
南
宋
末
に
設
定
さ
れ
て

い
る
が
、
王
朝
の
制
度
に
関
す
る
時
代
設
定
は
里
甲
制
が
存
在
す
る
明
代
に
な
っ
て
い
る
。
第
四
に
、
転
入
手
続
き
の
際
に
、

図
甲
制
に
所
属
す
る
斉
民
と
し
て
、
待
役
・
税
糧
を
正
規
に
負
担
す
る
こ
と
を
知
県
に
約
束
し
て
い
る
。
以
上
、
第
二
・
=
一
・

四
か
ら
、
本
伝
説
に
お
け
る
広
府
人
の
祖
先
像
が
、
王
朝
の
制
度
に
忠
実
な
斉
民
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
本
伝
説
を
扱
っ
た
研
究
の
多
く
は
広
府
人
の
祖
先
に
は
言
及
す
る
が
、
「
土
民
」
に
注
意
す
る
も
の
は
き
わ
め
て

少
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
橋
天
誠
・
襲
応
達
等
の
「
土
民
」
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。
羅
貴
ら
広
府
人
の
祖
先
は
珠
江
デ

ル
タ
地
域
へ
到
着
し
た
後
、
路
銀
が
底
を
つ
い
た
。
そ
の
時
、
「
土
民
」
は
宿
泊
と
食
事
を
提
供
し
、
さ
ら
に
羅
貴
ら
が
転

籍
手
続
き
の
た
め
に
県
の
役
所
へ
赴
く
時
に
は
保
証
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
図
甲
に
編
入
さ
れ
る
者
(
こ
の
場
合
は

広
府
人
の
祖
先
)
の
保
証
人
(
こ
の
場
合
は
「
土
民
」
)
が
、
当
時
の
王
朝
の
斉
民
で
は
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
し
て
、

広
府
人
の
祖
先
の
た
め
に
図
甲
が
「
増
立
」
さ
れ
て
い
る
点
は
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
図
甲
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

所
属
す
る
斉
民
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
既
設
の
図
甲
に
所
属
す
る
斉
民
と
し
て
は
、
ま
さ
に

(
辺
)

「
土
民
」
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
本
伝
説
に
登
場
す
る
「
土
民
」
の
特
徴
と
し
て
、
①
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の

先
住
者
で
あ
り
、
②
広
府
人
の
祖
先
に
対
し
て
敵
対
的
で
は
な
く
、
保
護
・
保
証
を
与
え
、
③
里
甲
制
に
所
属
す
る
斉
民
で

あ
り
、
④
姓
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
族
文
化
を
一
定
程
度
受
容
し
て
い
る
、
な
ど
を
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
特

(
お
)

徴
を
も
っ
「
土
民
」
は
、
唐
代
の
「
土
人
」
の
末
喬
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
珠
磯
巷
伝
説
で
は
、
広
府
人
の
祖
先
と
「
土
民
」
と
が
ど
ち
ら
も
図
甲
制
に
所
属
す
る
斉
民
と
な
っ
て
お
り
、
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「
土
民
」
が
広
府
人
の
祖
先
に
対
し
世
話
を
す
る
と
い
う
点
か
ら
、
両
者
の
同
質
性
・
親
和
性
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。恒

常
的
斉
民
化
へ
の
勧
誘
装
置

さ
て
、
珠
磯
巷
伝
説
に
は
、
明
代
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
誕
生
し
た
広
府
人
の
理
念
型
を
描
写
し
た
内
容
と
と
も
に
、
注
却

で
紹
介
し
た
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
荒
唐
無
稽
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
を
、

伝
説
に
「
土
民
」
が
登
場
す
る
意
味
と
と
も
に
検
討
し
て
、
珠
磯
巷
伝
説
が
作
ら
れ
た
目
的
に
つ
い
て
、
仮
説
を
提
示
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

3 そ
こ
で
ま
ず
、
広
府
人
の
理
念
型
に
つ
い
て
二
つ
の
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。
第
一
は
、
広
府
人
の
出
自
元
で
あ
る
。
伝
説

で
は
、
広
府
人
は
宋
代
に
珠
磯
巷
か
ら
移
住
し
て
き
た
者
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
説
が
示
す
理
念
に
従
う

か
ぎ
り
、
先
住
者
た
る
「
土
民
」
に
は
広
府
人
に
な
る
資
格
が
な
い
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
広
府
人
の
実
際
の
出
自

元
は
「
土
人
」
H

「
土
民
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
広
府
人
の
出
自
元
に
か
ん
し
て
は
、
伝
説
の
理
念
と
実
際
と
が
食
い
違
っ

て
い
る
。
「
珠
磯
巷
出
自
」
と
い
う
条
件
は
後
天
的
に
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
も
し
こ
れ
を
厳
格
に
適
用
す
れ
ば
、

広
府
人
の
人
口
数
拡
大
に
と
っ
て
は
不
利
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
広
府
人
と
王
朝
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
伝
説
の
指
し
示
す
理
念
と
実
際
と
は
一
致
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
伝
説
で
は
、
デ
ル
タ
到
着
後
に
県
街
門
で
転
入
手
続
き
を
す
る
際
に
、
里
甲
制
に
所
属
し
て
待
役
・
税
糧
を
正
規

に
負
担
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
恒
常
的
斉
民
と
な
る
こ
と
を
知
県
に
約
束
し
て
い
る
。
実
際
に
お
い
て
も
、
珠
江
デ
ル
タ
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地
域
で
は
二

O
世
紀
前
半
ま
で
里
甲
制
が
存
続
し
て
い
た
し
、
ま
た
広
府
人
の
族
譜
に
は
、
里
甲
制
に
所
属
し
て
待
役
・
税

(M) 

糧
を
正
規
に
負
担
す
る
こ
と
を
標
携
す
る
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
、
広
府
人
は
恒
常
的
斉
民
で
あ
る
べ
き
と
い
う
設
定
は
、

理
念
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
伝
説
が
示
す
理
念
に
も
と
づ
く
と
、
広
府
入
社
会
は
多
数
の
恒
常
的
斉
民
か
ら
成
る
社
会
と
な
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
多
数
の
恒
常
的
斉
民
は
ど
の
よ
う
に
調
達
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
説
に
登
場
す
る
珠
磯
巷
か
ら
移
住
し
て
き

た
家
族
(
戸
数
)
は
、
わ
ず
か
九
七
戸
に
す
ぎ
な
い
。
史
実
に
よ
れ
ば
、
広
府
人
が
誕
生
す
る
こ
ろ
の
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で

は
、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
胴
糠
が
〈
中
間
的
存
在
〉
へ
の
回
帰
を
志
向
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
ま
た
「
土
人
」
も
胴
猿

の
動
向
に
引
き
ず
ら
れ
て
反
乱
に
加
わ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
一
方
で
、
デ
ル
タ
に
所
在
す
る
南
海
県
の
仏
山
壁
・
龍

江
壁
や
新
会
県
の
外
海
村
な
ど
は
反
乱
を
鎮
圧
す
る
側
と
な
り
、
明
朝
側
に
就
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
外
海
村
は
、

(
お
)

当
初
は
明
朝
側
に
就
い
た
が
、
飢
鐘
が
起
き
る
と
逆
に
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
現
実
に
お
い
て
、
デ
ル
タ
の
住
民

(
「
土
人
」
)
に
は
恒
常
的
斉
民
H
広
府
人
に
な
る
者
も
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
部
分
的
に
す
ぎ
ず
、
み
な
が
こ
ぞ
っ
て
恒

常
的
斉
民
に
な
る
保
証
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
「
土
人
」
に
は
、
恒
常
的
斉
民
化
へ
向
か
う
ベ
ク

ト
ル
と
、
胴
糠
の
反
乱
に
加
わ
る
ベ
ク
ト
ル
と
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
伝
説
に
お
け
る
「
土
民
」
の
設
定
は
、

胴
猿
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
役
柄
で
は
な
く
、
自
身
が
里
甲
制
に
所
属
す
る
斉
民
で
あ
り
、
か
つ
移
住
し
て
き
た
斉
民
が
里

甲
制
へ
帰
属
す
る
世
話
を
す
る
役
柄
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
当
時
の
社
会
状
況
か
ら
考
え
る
な
ら
、
伝
説
は
「
土
民
」

H
「
土
人
」
が
も
っ
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
う
ち
、
恒
常
的
斉
民
化
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
後
押
し
、
「
土
民
」
が
広
府
人
と
な
る
こ

と
を
勧
誘
し
て
い
た
、
と
推
測
で
き
よ
う
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
伝
説
の
筋
書
き
が
単
純
素
朴
に
「
土
民
が
広
府
人
に
な
る
」
と
い
う
設
定
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
珠
磯

巷
か
ら
の
移
住
者
と
い
う
架
空
の
存
在
を
登
場
さ
せ
、
か
れ
ら
が
広
府
人
に
な
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

つ
ま
り
、
〈
北
か
ら
来
た
漢
族
が
広
府
人
と
な
る
〉
と
い
う
図
式
に
こ
だ
わ
る
の
は
な
ぜ
か
。
漢
族
拡
大
の
実
際
の
あ
り
方

と
は
異
な
り
、
「
非
漢
族
、
あ
る
い
は
非
漢
族
と
漢
族
と
の
混
血
が
、
後
天
的
に
漢
族
に
転
化
す
る
」
と
い
う
図
式
を
理
念

と
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
漢
族
は
好
ま
な
い
よ
う
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
理
念
的
に
血
統
主
義
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
く
、
「
あ

る
地
域
に
漢
族
(
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
)
が
存
在
す
る
の
は
、
中
原
な
ど
の
い
か
に
も
漢
族
の
発
祥
地
か
ら
の
移
住
に
よ
っ
て

で
あ
る
」
の
よ
う
に
、
「
先
天
的
に
漢
族
の
血
統
を
有
す
る
者
が
移
住
す
る
こ
と
で
拡
大
し
た
」
と
い
う
図
式
を
好
む
よ
う

(
お
)

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
理
念
と
実
際
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
方
途
が
、
伝
説
に
荒
唐
無
稽
な
要
素
を
加
え
る
こ
と

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
伝
説
全
体
を
厳
格
に
読
解
・
適
用
す
る
必
要
は
な
く
、
弾
力
的
に
読
解
・
適
用

し
て
よ
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
先
天
的
要
件
で
あ
る
「
珠
磯
巷
出
自
」
は
、
「
珠
磯
巷
出
自
」
と
仮
構
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
後
天
的
に
獲
得
で
き
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
伝
説
は
、
「
恒
常
的
斉
民
と
な
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
。
元
来
の
出
自
は
問
わ
な
い
が
、
恒
常
的
斉
民
H

漢
族
と
な
る
な
ら
、
出
自
は
珠
磯
巷
と
自
称
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
条
件
で
、
「
土
民
」
に
恒
常
的
斉
民
(
広
府
人
)
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
装
置
と
性
格
づ
け
る

(
幻
)

こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
伝
説
を
受
容
し
た
人
々
か
ら
成
る
広
府
入
社
会
と
は
、
伝
説
が
指
し
示
す
理
念
に

(
お
)

合
わ
せ
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
自
分
た
ち
の
出
自
を
仮
構
し
て
い
る
人
々
か
ら
成
る
集
団
と
い
え
よ
う
。
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近
代
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緒
理
解
の
変
容
|

110 

列
強
に
よ
る
中
国
分
割
(
「
瓜
分
」
)
と
種
族
滅
亡
(
「
種
滅
」
)
の
危
機
を
迎
え
た
清
末
の
二

O
世
紀
初
頭
に
、
社
会
進
化

(
m
m
)
 

論
の
影
響
を
受
け
た
漢
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
。
石
川
禎
浩
に
よ
れ
ば
、
漢
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
醸
成
し

(
初
)

た
装
置
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
漢
族
西
方
起
源
説
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
代
の
中
国
に
は
土
着
の
「
苗
族
」
(
非
漢
族
一
般
を

(
出
)

指
す
。
以
下
、
ヵ
ギ
括
弧
略
)
が
住
ん
で
い
た
が
、
西
方
の
古
代
パ
ピ
ロ
ニ
ア
か
ら
漢
族
が
黄
帝
に
率
い
ら
れ
て
中
国
に
や
っ

て
き
て
、
苗
族
と
民
族
闘
争
を
行
い
、
そ
の
結
果
の
優
勝
劣
敗
に
よ
っ
て
苗
族
を
征
服
し
、
中
国
を
漢
族
が
住
む
中
国
と
し

た
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
漢
族
西
方
起
源
説
は
改
良
派
・
革
命
派
を
問
わ
ず
、
清
末
の
知
識
人
に
受
容
さ
れ

て
い
く
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
「
瓜
分
」
「
種
減
」
の
危
機
の
な
か
で
、
か
れ
ら
知
識
人
は
、
西
洋
諸
民
族
が
漢
族
よ
り

も
相
対
的
に
優
れ
た
文
明
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
漢
族
と
し
て
の
自
尊
心
を
保
持

す
る
に
は
、
序
列
化
・
差
異
化
を
行
っ
て
自
民
族
よ
り
も
劣
位
な
も
の
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
か
か
る
時
期
に
、
苗

族
を
土
着
の
劣
位
者
と
し
、
漢
族
を
外
来
の
偉
大
な
る
征
服
者
H

優
位
者
と
す
る
「
漢
族
西
方
起
源
説
」
は
、
改
良
派
・
革

命
派
を
問
わ
ず
、
か
れ
ら
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
「
漢
族
西
方
起
源
説
」
は
、
一
般
に
、

〈
優
者
で
あ
る
外
来
の
漢
族
〉
対
〈
劣
者
で
あ
る
土
着
の
非
漢
族
〉
と
い
う
構
図
で
、
生
存
競
争
に
よ
っ
て
優
勝
劣
敗
に
結

果
す
る
、
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

さ
て
、
こ
の
「
漢
族
西
方
起
源
説
」
に
見
ら
れ
る
優
勝
劣
敗
と
い
う
歴
史
観
の
登
場
は
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
歴
史
に
お



け
る
由
緒
や
正
統
性
の
叙
述
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
優
勝
劣
敗
の
歴
史
観
を
鼓
吹
し
た

改
良
派
知
識
人
、
梁
啓
超
の
故
郷
で
あ
る
広
州
府
新
会
県
を
事
例
に
検
討
し
よ
う
。
史
料
は
一
九
O
八
年
刊
『
新
会
郷
土
志

(
明
記
)

輯
稿
』
で
、
こ
れ
は
梁
啓
超
の
い
と
こ
謹
錬
が
総
編
輯
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
は
す
で
に
前
稿
で
利
用
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
優
勝
劣
敗
史
観
の
受
容
の
あ
り
方
、
珠
磯
巷
伝
説
の
構
図
と
の
対
比
、
等
に
つ
い
て
は
検
討

し
て
い
な
い
の
で
、
今
回
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
新
会
県
は
珠
江
デ
ル
タ
の
西
南
部
に
位
置
し
、
そ
の

地
勢
は
県
の
東
西
で
異
な
っ
て
い
る
。
西
部
は
丘
陵
・
台
地
だ
が
、
東
南
部
は
珠
江
デ
ル
タ
を
構
成
す
る
デ
ル
タ
の
ひ
と
つ
、

新
会
デ
ル
タ
で
あ
る
。
こ
の
地
勢
の
相
違
に
よ
っ
て
、
同
一
の
県
で
は
あ
る
が
、
開
発
の
時
期
や
担
い
手
が
好
対
照
を
な
し

て
い
る
。史
料
2

(
お
)

『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
七
・
氏
族
(
一
九
O
八
年
)

(
前
略
)
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
に
、
北
方
か
ら
南
に
移
住
し
て
き
た
者
た
ち
は
、
移
住
後
に
「
山
」
を
生
活
の
拠
点
に

し
た
の
で
、
い
つ
し
か
新
会
県
の
卑
民
(
越
民
)
に
同
化
し
て
い
っ
た
。
(
中
略
)
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
、
新
会
県
に
住

む
「
民
族
」
は
「
山
」
を
生
活
の
拠
点
に
し
て
い
た
の
で
、
県
城
も
〔
統
治
に
便
利
な
よ
う
に
「
山
」
に
〕
近
い
場
所
に

設
け
て
こ
れ
ら
の
「
民
族
」
を
統
治
し
て
い
た
。
(
中
略
)
南
宋
以
後
、
県
東
南
部
の
海
辺
は
、
西
江
(
「
穆
水
」
)
の
水

流
が
こ
こ
に
注
ぐ
た
め
、
次
第
に
陸
地
に
な
っ
て
い
っ
た
。
中
原
の
士
族
で
戦
争
な
ど
の
難
を
避
け
て
移
住
し
て
来
た

者
は
、
東
南
部
の
荒
れ
地
を
開
墾
し
て
自
己
の
所
有
地
と
し
て
い
っ
た
。
河
川
に
近
い
堆
積
土
の
団
地
は
肥
沃
で
、
交

通
の
便
も
よ
い
の
で
、
後
来
の
者
が
逆
に
優
勝
の
勢
い
を
占
め
、
人
口
も
急
増
し
た
。
「
山
居
の
民
」
(
移
住
後
に
越
民

(M) 

に
同
化
し
た
漢
族
)
は
、
だ
ん
だ
ん
後
来
者
に
圧
迫
さ
れ
て
く
る
の
を
心
配
し
、
そ
の
同
化
し
た
習
慣
(
山
居
な
ど
)
が
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同
じ
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
新
会
県
よ
り
さ
ら
に
西
に
住
む
「
山
揺
」
(
新
寧
・
恩
平
諸
県
の
猿
族
を
指
す
)
と

連
合
し
、
後
来
者
の
「
新
民
」
と
敵
対
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
西
冠
」
(
県
西
部
の
「
山
居
の
民
」
と
さ
ら
に
そ
の
西
の
「
山

猿
」
)
の
擾
乱
は
、
明
代
の
全
期
間
を
通
じ
て
起
き
た
。
こ
れ
は
新
・
旧
の
「
民
族
」
聞
に
お
け
る
最
も
劇
烈
な
競
争

で
あ
る
。
談
憧
や
陶
魯
が
上
記
の
反
乱
を
征
討
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
新
民
」
の
生
産
・
生
活
の
基
礎
が
固
ま
り
、

ま
た
明
朝
に
対
し
て
揺
役
や
税
糧
を
負
担
し
て
い
た
の
で
、
「
新
民
」
は
自
分
た
ち
を
土
着
(
「
土
著
」
)
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
、
一
方
、
「
山
居
の
民
」
を
「
客
籍
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
、
広
州
府
所
属
の
十
四
県
の
「
民
戸
」

は
ほ
と
ん
ど
宋
元
時
代
以
後
に
移
住
し
て
き
た
種
族
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
旧
種
は
勢
力
が
弱
ま
り
、
新
会
県
か
ら
遠

方
の
県
へ
移
住
し
て
い
っ
た
。
新
会
県
で
の
拠
点
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
人
口
は
自
然
と
減
少
し
て
い
っ
た
。
新
会
県

に
残
っ
た
者
は
、
姓
を
〔
従
属
す
る
新
民
の
姓
に
〕
変
え
て
、
新
民
に
従
属
し
て
い
っ
た
。
(
後
略
)

史
料
2
に
登
場
す
る
人
物
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
、
北
方
か
ら
広
東
に
移
住
し
て
き
た
外
来
者
に
つ
い
て
は
、
①
〈
唐
代

(
お
)

ま
で
の
移
住
者
〉
と
、
②
〈
宋
代
以
降
の
移
住
者
〉
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
史
料
2
の
(
前
略
)
部
分
は
、
②
を

中
原
か
ら
珠
磯
巷
を
経
由
し
て
移
住
し
て
き
た
者
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
土
着
の
者
に
つ
い
て
は
、
①
と
相
互
同
化
し
て

い
く
新
会
県
の
③
〈
土
着
の
越
民
〉
(
具
体
的
に
は
胴
猿
を
指
す
)
と
、
③
と
は
別
の
、
新
会
県
よ
り
さ
ら
に
西
に
住
む
④
「
山

(
お
)

揺
」
(
山
地
で
移
動
式
の
焼
畑
農
業
に
従
事
す
る
揺
族
)
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
は
さ
し
あ
た
り
四
種

類
で
あ
る
。
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台
地
)
さ
て
、
①
〈
唐
代
ま
で
の
移
住
者
〉
と
②
〈
宋
代
以
降
の
移
住
者
〉
と
は
、
生
産
・
生
活
空
聞
が
「
山
」
(
山
麓
・
正
陵
・

(
幻
)

で
あ
る
か
、
「
陸
」
(
デ
ル
タ
低
地
)
で
あ
る
か
で
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
技
術
面
に
お
け
る
デ
ル
タ
低
地
の



開
発
技
術
の
有
無
に
照
応
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
低
地
開
発
技
術
の
広
東
へ
の
移
転
時
期
は
宋
代
以
降
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
技
術
の
移
転
時
期
か
ら
唐
と
宋
の
聞
で
時
期
を
区
切
る
の
は
妥
当
で
あ
る
。

①
は
低
地
開
発
技
術
を
も
た
な
い
の
で
、
そ
の
生
産
・
生
活
空
間
は
必
然
的
に
「
山
」
と
な
る
。
「
山
」
に
は
、
同
じ
く

(
お
)

低
地
開
発
技
術
を
も
た
な
い
③
〈
土
着
の
越
民
〉
が
住
ん
で
お
り
、
①
と
③
と
は
し
だ
い
に
相
互
同
化
し
て
い
く
。
す
な
わ

ち
①
は
、
『
旧
唐
書
』
の
「
土
人
」

H
珠
璃
巷
伝
説
の
「
土
民
」
に
該
当
す
る
。
こ
こ
で
、
①
が
漢
か
ら
唐
の
時
期
に
相
互

同
化
し
て
い
っ
た
相
手
は
、
史
料
2
で
は
、
さ
し
あ
た
り
③
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
の
ち
の
明
代
に
①
と
②
と
の
聞
の

生
存
競
争
が
激
し
く
な
る
と
、
①
は
広
義
の
越
民
の
風
俗
・
習
慣
に
同
化
し
て
い
る
の
で
、
④
「
山
揺
」
と
も
連
合
し
て
、

②
と
競
争
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

一
方
②
は
、
そ
の
技
術
を
用
い
て
、
宋
代
以
降
に
デ
ル
タ
低
地
を
開
発
し
て
い
く
。
「
山
」
に
は
住
ま
な
い
の
で
、
③
と

相
互
同
化
す
る
機
会
は
少
な
い
。
そ
し
て
、
潜
在
的
に
は
肥
沃
な
土
壌
が
堆
積
し
て
い
る
デ
ル
タ
を
開
発
し
、
か
つ
便
利
な

水
上
交
通
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
「
山
」
に
住
む
①
や
③
の
経
済
力
を
凌
駕
す
る
経
済
力
を
得
て
、
し
だ
い
に
「
優
勝
の
勢
い
」

を
占
め
る
優
者
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
と
対
比
し
て
、
①
は
相
対
的
に
劣
者
と
な
っ
て
い
き
、
明
代
に
は
「
優
勝
の
勢
い
」

を
占
め
る
②
と
の
生
存
競
争
に
敗
れ
る
、
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
史
料
2
は
優
劣
の
基
準
を
、
北
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
外
来
者
か
否
か
に
は
求
め
ず
、
北
方
か
ら
の
移
住
者
の
う

ち
、
低
地
開
発
技
術
を
も
つ
か
否
か
に
求
め
て
い
る
。
①
〈
唐
代
ま
で
の
移
住
者
〉
は
、
北
方
か
ら
の
外
来
者
で
は
あ
っ
て

も
、
低
地
開
発
技
術
を
も
た
ず
、
そ
の
点
で
③
〈
土
着
の
越
民
〉
と
同
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
③
を
征
服
す
る
優
者

に
は
な
れ
ず
、
逆
に
③
と
相
互
同
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
①
は
③
と
と
も
に
「
旧
種
」
「
山
居
の
民
」
の
カ
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テ
ゴ
リ
l
に
入
れ
ら
れ
、
最
終
的
に
は
後
来
者
た
る
②
〈
宋
代
以
降
の
移
住
者
〉
に
征
服
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

る。
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史
料
2
に
は
、
「
後
至
者
」
「
優
勝
之
勢
」
「
新
旧
民
族
競
争
」
「
旧
種
」
等
の
語
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
「
漢
族
西
方
起

源
説
」
の
優
勝
劣
敗
史
観
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
漢
族
西
方
起
源
説
」
に
よ
く
見
ら

れ
る
〈
外
来
の
漢
族
〉
対
〈
土
着
の
非
漢
族
〉
と
い
う
構
図
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
北
方
か
ら
の
移
住
者
(
漢
族
)
の
う
ち

の
低
地
開
発
技
術
を
も
た
な
い
者
は
、
劣
者
と
し
て
征
服
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
〈
技
術
を
も
っ
「
陸
居
の
民
」
〉

(
お
)

対
〈
技
術
を
も
た
な
い
「
山
居
の
民
」
〉
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

以
上
、
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
に
見
え
る
優
勝
劣
敗
史
観
は
、
明
代
に
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
主
人
公
と
な
る
広
府
人
を
、

②
の
宋
代
に
中
原
か
ら
珠
磯
巷
経
由
で
移
住
し
て
き
た
者
と
考
え
て
お
り
、
広
府
人
に
関
す
る
基
本
設
定
に
お
い
て
、
珠
磯

巷
伝
説
と
の
違
い
は
な
い
。
一
方
、
①
〈
唐
代
ま
で
の
移
住
者
〉

H

「
土
民
」

H

「
土
人
」
の
取
り
扱
い
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
明
代
の
「
土
民
」
に
は
、
恒
常
的
斉
民
化
へ
の
ベ
ク
ト
ル
と
、
胴
猿
の
動
向
に
引
き
ず
ら
れ
て
反
乱
に
加
わ
る
ベ
ク
ト

ル
と
い
う
、
あ
い
反
す
る
こ
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
存
在
し
た
。
珠
磯
巷
伝
説
は
、
こ
の
う
ち
の
前
者
の
ベ
ク
ト
ル
を
後
押
し
す

る
方
向
で
、
「
土
民
」
と
広
府
人
と
の
同
質
性
・
親
和
性
を
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
は
、
「
土
民
」

は
低
地
開
発
技
術
を
も
た
な
い
劣
位
の
者
と
し
、
非
漢
族
と
と
も
に
「
山
居
の
民
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
一
括
し
て
い
る
。
つ

ま
り
越
民
(
胴
掠
)
と
の
同
質
性
・
親
和
性
を
強
調
し
、
広
府
人
と
の
序
列
化
・
差
異
化
を
は
か
つ
て
お
り
、
珠
斑
巷
伝
説

に
お
け
る
構
図
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



む
す
び
に
か
え
て

一
九
四
九
年
刊
、
慮
子
駿
増
修
『
新
会
潮
連
董
鞭
慮
氏
族
譜
』
所
収
の
巻
二
六
・
雑
録
譜
「
董
鞭
開
族
頭
記
」

は
、
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
の
優
勝
劣
敗
史
観
の
影
響
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
新
会
県
の
歴
史
に
つ
い
て
史
料
2

と
同
内
容
の
文
章
を
引
用
し
、
そ
の
後
に
潮
連
郷
独
自
の
歴
史
を
加
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
族
譜
の
巻
二
六
・
雑
録

譜
「
附
録
恩
平
慮
氏
族
譜
紀
事
」
以
下
に
は
、
珠
磯
巷
伝
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
の
検
討
結
果
に
よ
れ

ば
、
珠
磯
巷
伝
説
に
登
場
す
る
「
土
民
」
と
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
の
優
勝
劣
敗
史
観
が
性
格
づ
け
る
①
〈
唐
代
ま
で
の
移

住
者
〉

(
H

「
土
民
」
)
と
で
は
、
広
府
人
に
対
す
る
位
置
づ
け
が
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
つ
が
本
族
譜
で

は
、
な
ん
ら
矛
盾
が
な
い
か
の
よ
う
に
併
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
珠
磯
巷
伝
説
に
「
土
民
」
が
登
場
す
る

こ
と
の
隠
さ
れ
た
意
味
や
本
伝
説
が
作
ら
れ
た
目
的
が
、
二

O
世
紀
前
半
の
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
知
識
人
、
具
体
的
に
は
こ

の
族
譜
の
編
修
者
、
新
会
県
潮
連
郷
の
慮
子
駿
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

そ
の
歴
史
的
背
景
は
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
明
末
ま
で
に
「
土
民
」
(
さ
ら
に
胴
糠
)
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
者
が
減
少
し
、
逆
に
広
府
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
者
が
増
大
し
て
、
広
州
府
・
肇
慶
府
が

広
府
人
の
世
界
と
な
っ
て
い
く
。
つ
ぎ
に
そ
の
結
果
と
し
て
、
清
代
に
は
、
「
土
民
」
に
広
府
人
へ
の
転
化
を
勧
誘
す
る
必

要
が
減
っ
て
、
広
府
人
と
「
土
民
」
と
の
同
質
性
が
意
識
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
か
く
し
て
清
末
・
民
国
期

に
は
、
珠
磯
巷
伝
説
に
内
包
さ
れ
て
い
た
意
味
や
本
伝
説
が
作
ら
れ
た
目
的
を
真
に
理
解
で
き
る
広
府
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

と
こ
ろ
で
、
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く
な
っ
て
い
た
、
と
。
そ
し
て
、
清
末
に
優
勝
劣
敗
史
観
に
も
と
づ
い
て
、
広
府
人
と
「
土
民
」
と
を
優
・
劣
、
征
服
者
・

被
征
服
者
の
観
点
か
ら
差
異
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
如
上
の
背
景
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
清
末
・
民
国
期
の
広
府
人
は
、
そ
の
祖
先
た
ち
が
受
容
し
た
時
の
目
的
や
意
味
を
知
ら
ず
に
、
自
ら
の
由
緒

(
川
町
)

を
示
す
伝
説
を
読
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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[
注
]
(
l
)

越
人
と
は
、
漸
江
省
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
か
け
て
分
布
し
て
い
た
非
漢
族
を
指
す
。
単
一
の
部
族
で
は
な
く
、
多
数

の
部
族
が
存
在
し
て
い
た
の
で
「
百
越
」
と
も
い
う
。
ま
た
、
「
越
」
は
「
卑
」
と
も
書
く
。
現
存
す
る
民
族
と
し
て
は
、

落
族
(
以
前
は
「
獲
族
」
と
記
し
た
)
、
壮
族
、
ベ
ト
ナ
ム
の
キ
ン
族
(
ベ
ト
ナ
ム
人
)
等
が
あ
る
。
言
語
・
生
活
空
間
・

生
業
で
大
別
す
る
と
、
平
地
で
水
稲
耕
作
を
行
う
タ
イ
語
系
と
、
山
地
で
焼
畑
農
業
を
行
う
非
タ
イ
語
系
と
に
分
か
れ
る
。

な
お
、
本
稿
で
の
「
越
入
社
会
」
は
、
現
在
の
広
東
省
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
存
在
し
た
も
の
を

主
に
指
し
て
い
る
。

(
2
)

本
稿
は
、
片
山
剛
「
。
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
|
|
言
説
と
史
実
の
は
ざ
ま
か
ら
」
(
『
大
阪
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
四
、
二

O
O
四
年
三
月
)
、
お
よ
び
同
「
中
国
史
に
お
け
る
明
代
珠
江
デ
ル
タ
史
の
位
置

t
|
|
。
漢
族
。
の
登
場
と
そ
の
歴
史
的
刻
印
」
(
『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
六
、
二

O
O
六
年
一
一
一
月
)
、
以

上
の
二
篇
の
論
文
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
内
容
的
に
こ
れ
ら
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
由
緒
の
問
題
を
中
心
に
構
成

し
な
お
し
、
対
象
時
期
を
近
世
か
ら
近
代
ま
で
広
げ
る
と
と
も
に
、
珠
磯
巷
伝
説
に
関
す
る
新
た
な
論
点
を
加
え
た
。
な

お
、
本
稿
で
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
前
稿
の
一
部
を
修
正
す
る
必
要
も
あ
る
。



(3)

漢
族
を
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
普
遍
的
に
定
義
す
る
の
は
難
し
い
。
本
稿
で
は
、
広
府
人
を
想
定
し
て
、
理
念
型
と

し
て
は
、
①
王
朝
と
の
関
係
で
斉
民
(
後
述
参
照
)
で
あ
る
こ
と
、
②
漢
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
を
も
つ
こ
と
、
③

漢
語
(
方
言
を
含
む
)
を
話
す
こ
と
が
で
き
、
漢
字
の
読
み
書
き
を
志
向
す
る
こ
と
、
と
定
義
し
て
お
く
。
た
だ
し
実
際

に
は
、
こ
の
理
念
型
か
ら
離
脱
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
漢
族
も
存
在
す
る
し
、
逆
に
こ
の
理
念
型
に
近
づ
く
ベ
ク
ト
ル
を

も
っ
非
漢
族
も
存
在
す
る
。

(4)

日
本
で
は
一
般
に
広
東
人
と
呼
ば
れ
、
そ
の
言
語
も
広
東
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

(5)

な
お
、
同
じ
こ
ろ
に
、
省
東
部
の
韓
江
デ
ル
タ
地
域
で
は
、
や
は
り
漢
族
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
潮
州
人
が
登
場

し
、
ま
た
省
東
北
部
の
嘉
応
州
で
も
、
漢
族
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
客
家
人
が
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
を
形
成
し

て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
に
お
け
る
広
府
人
の
登
場
を
、
潮
州
人
や
客
家
人
の
登
場
と
も
関
連
さ
せ
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
6
)

片
山
前
掲
「
。
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
、
同
「
中
国
史
に
お
け
る
明
代
珠
江
デ
ル
タ
史
の
位
置
」

参
照
。

(
7
)

漬
島
敦
俊
「
明
代
の
水
利
技
術
と
江
南
地
主
社
会
の
変
容
」
(
川
北
稔
編
『
生
活
の
技
術
生
産
の
技
術
』
岩
波
書
庖
、

一
九
九

O
年
)
、
七
五
|
八

O
頁。

(
8
)

片
山
前
掲
「
中
国
史
に
お
け
る
明
代
珠
江
デ
ル
タ
史
の
位
置
」
三
人
、
四
一
頁
。

(
9
)

片
山
剛
「
清
末
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
表
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
|
税
糧
・
戸
籍
・
同
族
」
(
『
史
学
雑
誌
』

九
一
ー
ー
四
、
一
九
八
二
年
四
月
)
参
照
。
な
お
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
は
、
「
里
甲
」
と
「
図
甲
」
は
同
義
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。

(
叩
)
片
山
前
掲
「
中
国
史
に
お
け
る
明
代
珠
江
デ
ル
タ
史
の
位
置
」
五
て
五
六
|
五
八
頁
。
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(
日
)
戦
闘
で
死
亡
す
る
以
外
に
、
反
乱
者
と
し
て
処
分
を
受
け
た
後
に
明
朝
に
帰
順
す
る
、
他
地
域
に
移
る
、
過
去
を
偽
つ

て
広
府
人
に
転
化
す
る
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

(
ロ
)
「
新
民
」
と
は
、
反
乱
鎮
圧
後
に
斉
民
に
転
化
し
た
「
新
た
な
斉
民
」
の
意
味
で
あ
り
、
後
段
の
史
料
2
に
登
場
す
る
「
新

た
な
民
族
」
の
意
味
の
「
新
民
」
と
は
異
な
る
。
な
お
、
童
試
(
科
挙
受
験
資
格
を
得
る
た
め
の
試
験
)
の
受
験
・
合
格

枠
と
し
て
は
、
民
籍
枠
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
受
験
に
は
、
里
甲
戸
籍
の
保
有
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
外
の

戸
籍
で
は
受
験
を
妨
害
さ
れ
た
(
片
山
剛
「
清
代
中
期
の
広
府
入
社
会
と
客
家
人
の
移
住
|
|
l
章
一
試
受
験
問
題
を
め
ぐ
っ

て
」
山
本
英
史
編
『
伝
統
中
国
の
地
域
像
』
慶
懸
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
O年)。

(
日
)
管
見
で
は
、
広
府
人
の
族
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
る
里
甲
戸
籍
の
取
得
年
次
と
し
て
最
も
遅
い
も
の
は
、
永
楽
二
二
年
(
一

四
二
四
)
で
あ
る
。

(H)

劉
志
偉
や
井
上
徹
も
、
明
代
広
東
省
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
斉
民
に
注
視
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
辺
境
に
お
け
る
漢

族
の
非
漢
族
化
の
現
象
が
指
摘
さ
れ
、
注
目
を
集
め
て
い
る
学
界
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
漢
族
と
非
漢
族
の
交
流
に
つ
い
て
、

非
漢
族
の
漢
化
・
斉
民
化
に
言
及
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
斉
民
と
な
っ
て
も
、
そ
の
後
も
斉
民
で
あ
り
続
け

る
保
証
は
な
く
、
〈
中
間
的
存
在
〉
あ
る
い
は
化
外
の
民
に
回
帰
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
は
た
ら
く
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
広
東
省
に
お
け
る
非
漢
族
の
漢
族
化
を
検
討
す
る
際
に
は
、
広
府
人
・
潮
州
人
・
客
家
人
に
大
別
さ
れ
る

三
種
類
の
漢
族
の
う
ち
、
ど
の
漢
族
に
転
化
す
る
の
か
と
い
う
視
点
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
劉
志
偉
『
在
国
家
与
社
会
之
間
』

(
中
山
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
)
、
井
上
徹
「
塞
斡
と
珠
磯
巷
伝
説
」
(
な
お
、
目
次
に
は
「
中
国
の
系
譜
と
伝
説

|
|
珠
磯
巷
伝
説
を
手
が
か
り
と
し
て
」
と
あ
る
、
『
文
化
資
源
と
し
て
の
宗
族
|
|
中
国
の
系
譜
と
伝
説
』
大
阪
市
立

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
/
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
/
東
洋
史
研
究
室
、
二

O
O七
年
)
。

(
日
)
牧
野
巽
「
広
東
原
住
民
族
考
」
(
『
牧
野
巽
著
作
集
5
中
国
の
移
住
伝
説
広
東
現
住
民
族
考
』
御
茶
の
水
書
房
、
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九
八
五
年
)
二
五
八
、
二
六
三
頁
。

(
日
)
瀬
川
昌
久
は
、
珠
磯
巷
伝
説
を
「
史
実
」
と
解
釈
す
る
研
究
者
と
し
て
、
古
く
は
羅
香
林
(
『
客
家
史
料
匡
編
』
台
北
・

南
天
書
局
(
影
印
版
)
、
一
九
九
二
年
、
三
七
七
頁
)
、
最
近
で
は
曽
昭
験
(
曽
昭
珠
ほ
か
『
珠
磯
巷
人
遷
移
路
線
研
究
』

聾
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
四
|
二
六
頁
、
曽
昭
旋
・
曽
憲
珊
『
宋
代
珠
磯
巷
遷
民
与
珠
江
三
角
洲
農
業
発
展
』

聾
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
四
九
頁
)
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
か
か
る
解
釈
に
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
瀬
川

昌
久
「
南
雄
珠
磯
巷
を
め
ぐ
る
広
東
ロ

l
カ
リ
ズ
ム
と
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
(
塚
田
誠
之
編
『
民
族
表
象
の
ポ
リ
テ
イ

ク
ス
中
国
南
部
の
人
類
学
・
歴
史
学
的
研
究
』
風
響
社
、
二

O
O
八
年
)
二
六
九
|
七

O
頁。

(
口
)
牧
野
は
、
珠
磯
巷
伝
説
(
加
え
て
他
地
域
の
類
似
の
移
住
伝
説
)
に
つ
い
て
、
現
在
に
お
け
る
居
住
地
域
・
言
語
・
習

俗
の
同
一
性
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
お
い
て
祖
先
が
同
じ
場
所
か
ら
移
住
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
の
共
通
性
を
も
ち
、
そ

の
意
味
で
同
郷
観
念
が
二
重
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
牧
野
巽
「
中
国
の
移
住
伝
説
」
前
掲
『
牧
野
巽
著

作
集
5
中
国
の
移
住
伝
説
広
東
現
住
民
族
考
』
一
ム
ハ
一
|
六
二
頁
)
。
ま
た
瀬
川
は
、
広
府
人
(
瀬
川
の
用
語
で
は
「
広

東
本
地
人
い
)
の
ロ
ー
カ
ル
な
自
己
意
識
の
表
出
と
と
も
に
、
珠
磯
巷
か
ら
の
移
住
と
い
う
事
件
が
中
国
史
の
一
部
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
珠
磯
巷
伝
説
で
は
広
府
人
を
中
華
世
界
の
内
的
存
在
と
し
て
定
位
す
る
意
味
が

内
包
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
(
瀬
川
前
掲
「
南
雄
珠
磯
巷
を
め
ぐ
る
広
東
ロ

l
カ
リ
ズ
ム
と
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

二
九
二
頁
)
。
中
華
世
界
の
「
内
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
制
度
的
に
表
象
す
る
も
の
は
斉
民
、
と
り
わ
け
恒
常
的
斉
民

で
あ
る
か
ら
、
瀬
川
の
観
点
は
、
以
下
で
展
開
す
る
本
稿
の
観
点
と
通
底
す
る
部
分
が
あ
る
。

以
上
の
牧
野
・
瀬
川
両
氏
の
考
察
は
、
そ
の
誕
生
か
ら
今
日
ま
で
、
同
伝
説
に
一
貫
し
て
内
包
さ
れ
て
い
る
意
味
を
摘

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
広
府
人
が
登
場
し
、
広
府
人
社
会
の
形
成
が
始
ま
る
、
ま
さ
に
そ
の
時

点
で
珠
磯
巷
伝
説
が
担
っ
た
役
割
、
お
よ
び
広
府
人
に
よ
る
同
伝
説
理
解
の
そ
の
後
に
お
け
る
変
容
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
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検
討
す
る
。

(
国
)
片
山
前
掲
「
。
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
五
頁
。

(
凹
)
本
伝
説
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
多
い
が
、
細
部
を
除
い
た
骨
格
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
も
の
と
は
別
パ

l

ジ
ョ
ン
の
部
分
訳
を
牧
野
が
行
っ
て
い
る
(
牧
野
前
掲
「
中
国
の
移
住
伝
説
」
五
六
六
O
頁)。

(
却
)
「
あ
る
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
を
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽
な
内
容
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
宋
代
に
一
人
の
妃
が
皇
帝
の
宮
中
か
ら
{
密
か
に
逃
亡
し
て
南
雄
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
臣
下
は
、

こ
の
妃
を
亡
き
者
と
す
る
た
め
に
、
妃
と
と
も
に
南
雄
の
人
々
を
賊
と
し
て
鎮
圧
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
南
雄
の
珠
磯

巷
に
住
む
三
三
姓
九
七
戸
の
人
々
は
急
い
で
移
住
し
た
、
と
。
牧
野
前
掲
「
中
国
の
移
住
伝
説
」
五
五

1
五
六
頁
、
お
よ

び
同
「
広
東
原
住
民
族
考
」
二
五
五
二
五
六
頁
、
参
照
。

(
幻
)
大
良
都
は
清
代
の
順
徳
県
大
良
鎧
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
辺
)
こ
の
点
は
、
片
山
前
掲
つ
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
指
摘
し
て
お
ら
ず
、
今
回
初
め
て
指

摘
す
る
。

(
お
)
牧
野
は
「
土
民
」
を
唐
代
の
「
土
人
」
の
末
喬
と
考
え
て
い
る
(
牧
野
前
掲
「
広
東
原
住
民
族
考
」
二
五
九
頁
)
。
①

ー
④
の
う
ち
、
②
の
設
定
は
、
後
段
で
指
摘
す
る
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
除
く
と
し
て
、
①
先
住
者
、
③
斉
民
、

④
漢
族
風
の
姓
、
以
上
の
三
件
は
「
土
人
」
の
特
徴
に
合
致
し
て
い
る
の
で
、
牧
野
の
考
え
は
妥
当
と
恩
わ
れ
る
。

(
民
)
納
税
義
務
の
条
文
を
含
む
、
落
正
帝
が
作
っ
た
聖
諭
広
訓
を
掲
載
す
る
も
の
が
多
い
。

(
お
)
片
山
前
掲
つ
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
二
二
頁
、
同
「
中
国
史
に
お
け
る
明
代
珠
江
デ
ル
タ
史

の
位
置
」
四
七
頁
。

(
部
)
後
述
す
る
漢
族
西
方
起
源
説
も
同
様
で
あ
る
。
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(
訂
)
こ
の
伝
説
を
作
っ
た
の
が
王
朝
日
官
憲
側
な
の
か
、
そ
れ
と
も
民
間
側
な
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
点
は
広
府
入
社
会
の
み
な
ら
ず
、
他
地
域
の
漢
族
社
会
に
つ
い
て
も
一
定
程
度
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な

ぉ
、
珠
江
デ
ル
タ
地
域
の
族
譜
に
お
け
る
履
歴
の
仮
構
に
つ
い
て
は
、
片
山
剛
「
明
代
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
・
族
譜
・
戸

籍
|
|
一
宗
族
を
め
ぐ
る
言
説
と
史
実
」
(
井
上
徹
・
遠
藤
隆
俊
編
『
宋
明
宗
族
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
五
年
)

参
照
。
香
山
県
の
徐
氏
の
北
嶺
系
や
「
十
排
」
が
参
考
に
な
る
。

(
m
m
)

な
お
、
民
国
以
後
は
漢
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抑
制
す
る
必
要
か
ら
、
中
華
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
転
化
す
る
。

(
却
)
石
川
禎
浩
「
二

O
世
紀
初
頭
の
中
国
に
お
け
る
。
黄
帝
。
熱
|
|
排
満
・
肖
像
・
西
方
起
源
説
」
(
『
二
十
世
紀
研
究
』

第
三
号
、
二

O
O
二
年
二
一
月
)
一
ム
ハ
|
一
七
頁
。

(
出
)
こ
の
場
合
、
「
苗
族
」
と
い
う
名
辞
は
い
わ
ゆ
る
苗
族
の
み
な
ら
ず
、
非
漢
族
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。

(
詑
)
片
山
前
掲
「
。
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
九
|
一

O
頁。

(
お
)
史
料
2

『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
原
文
は
以
下
の
通
り
。
「
(
前
略
)
自
漢
迄
唐
、
北
人
南
徒
者
、
亦
遂
依
山
棲
集
、
久
之

遂
同
化
於
卑
民
。
(
中
略
)
其
時
、
民
族
既
依
山
而
居
、
県
邑
亦
就
近
為
治
、
以
存
在
之
。
(
中
略
)
南
宋
以
後
、
東
南
海

端
、
以
諺
水
濯
輸
之
故
、
漸
成
土
壌
。
中
原
士
族
避
難
而
来
者
、
成
閥
荒
稼
立
家
業
。
近
水
浮
様
、
田
多
膏
映
、
交
通
尤

使
、
後
至
者
反
占
優
勝
之
勢
、
生
来
線
増
。
山
居
之
民
、
日
虞
侵
逼
、
則
因
其
同
化
習
慣
、
連
結
迩
西
山
獲
、
与
新
民
為

讐
敵
。
西
冠
証
援
、
幾
与
有
明
一
代
相
終
始
。
此
亦
新
旧
民
族
競
争
最
劇
烈
者
乎
。
治
談
憧
大
征
、
陶
魯
離
剣
、
新
民
之

基
礎
既
困
、
則
編
差
輸
賦
、
皆
自
名
土
著
、
而
山
居
者
反
以
客
籍
目
之
。
今
広
属
十
四
県
民
戸
、
幾
征
二
非
宋
元
後
遷
居

之
種
失
。
旧
種
不
競
、
徒
市
愈
遠
。
根
拠
失
侍
、
生
歯
自
滅
。
矛
遺
之
衆
、
且
将
更
易
氏
号
、
以
自
附
於
新
民
。
(
後
略
)
」

(
担
)
「
山
居
の
民
」
と
い
う
用
語
は
、
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
五
・
人
類
で
は
、
土
着
の
百
越
の
み
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
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七
・
氏
族
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
漢
代
か
ら
唐
代
に
北
か
ら
移
住
し
て
き
た
者
で
、
移
住
後
に
土
着
の
越
民
と
相

互
同
化
し
た
者
を
指
し
て
い
る
。

(
お
)
時
代
区
分
を
前
後
に
分
け
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
唐
宋
以
後
」
を
後
半
分
と
す
る
場
合
(
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
五
・

人
類
)
と
、
「
宋
以
降
」
を
後
半
分
と
す
る
場
合
(
史
料
2
)
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
唐
代
の
移
住
者
を
、
前
半
分
の
「
山

居
の
民
」
に
入
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
後
半
分
の
「
陸
居
の
民
」
に
入
れ
る
か
が
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。

(
部
)
な
お
、
史
料
2
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
五
・
人
類
に
は
、
広
東
土
着
の
「
水
居
の
民
」
と
し
て

蛋
民
が
登
場
す
る
。

(
幻
)
史
料
2
に
お
け
る
「
山
」
が
主
に
山
麓
・
正
陵
・
台
地
な
ど
の
平
地
1
を
指
し
、
「
陸
」
が
デ
ル
タ
低
地
を
中
心
と
す

る
平
地
2
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
片
山
前
掲
つ
広
東
人
ψ

誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
一

O
頁。

(
犯
)
た
と
え
ば
、
越
民
が
姓
を
漢
族
風
の
も
の
に
変
え
た
り
、
漢
族
が
風
俗
・
習
慣
を
越
民
風
の
も
の
に
変
え
た
り
す
る
こ

と
が
、
『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
五
・
人
類
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
技
術
の
有
無
へ
の
注
目
に
つ
い
て
は
、
二

O
世
紀
初
と
い
う
時
期
を
考
え
る
と
、
西
洋
近
代
の
技
術
(
や
制
度
)
の
受

容
に
関
連
す
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
却
)
片
山
前
掲
「
。
広
東
人
。
誕
生
・
成
立
史
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
」
(
一
一
一
一
頁
)
に
お
い
て
も
、
珠
磯
巷
伝
説
の
「
土
民
」
と

『
新
会
郷
土
志
輯
稿
』
の
「
山
居
の
民
」

(
H

「
土
民
」
)
と
で
は
、
広
府
人
に
対
す
る
位
置
づ
け
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
に
続
く
論
述
(
一
四
|
一
五
頁
)
に
は
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
内
容
と
矛
盾
す
る
箇
所

が
あ
る
。
当
該
論
文
の
執
筆
時
に
お
い
て
、
筆
者
は
「
土
民
」
が
相
反
す
る
二
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
こ
と
の
意
味
、

す
な
わ
ち
、
胴
療
の
側
に
立
つ
「
土
民
」
も
い
れ
ば
、
明
朝
の
側
に
就
く
「
土
民
」
も
い
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
珠
磯
巷
伝
説
に
内
包
さ
れ
て
い
る
意
味
や
本
伝
説
が
作
ら
れ
た
目
的
の
解
明
に
至
ら
な
か
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
の
検
討
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
論
文
の
一
三
一
五
頁
、
「
明
初
の
民
系
間
関
係
」
の
項
と
「
民

系
間
矛
盾
の
端
緒
」
の
項
に
お
け
る
叙
述
に
は
修
正
す
べ
き
点
が
多
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
表
明
し
て
お
き
た
い
。
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